
南あわじ市過疎地域持続的発展計画（案）（令和8年度～12年度）に対する意見と本市の考え方

◆意見公募期間　　令和８年１月22日（木）から令和８年２月５日（木）まで

◆意見提出状況　　意見提出者 １名　意見提出数 １件
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　個別の地域活動への支援は、それ自体に一定
の効果があると思います。しかし、人口減少が進
み、地域の担い手が減少するなかで、共働き世
帯が一般化した現状においては、特に子育て世
代の可処分時間が減少しています。そのため、
地域活動を支援しようとするほど、現役世代への
負担が増大し、結果的に疲弊につながるという
悪循環（いわゆる因果ループ）が生じています。
　この状況は、単なる個別地区の問題というより
も、制度や仕組み自体に根本的な原因がある
「構造的なボトルネック」が存在していると考えら
れます。現役世代への負担集中は、制度設計の
見直しがなければ、個々の努力や一時的な支援
だけでは持続可能な地域運営につながりにくい
のが現状です。
　こうした状況を踏まえ、現在の地域運営におい
ては、人口増加を目指す政策も重要ですが、人
口減少や少子高齢化に対応し、「現行制度を踏
まえたうえでの再設計（リデザイン）」による全体
最適化がより重要ではないかと考えます。例え
ば、地区間で共通する課題への取り組みや、相
互扶助の仕組みの充実、事業所に地域防災へ
の参加を促し消防団の負担を軽減するなど、
「戦略的な縮小（役割や活動内容の重点化）」を
進めることで、現役世代や子育て世代への負担
を和らげ、地域運営の持続性を高めることにつ
ながると考えます。

　ご指摘の通り、人口減少や少子高齢化の進
展に伴い、地域の担い手が減少し、特に共働き
の子育て世代を中心とした現役世代への負担
が増加している状況は深刻な課題であると認識
しております。
　また、本計画の基本方針としてはＰ７に記載の
とおり、「持続可能な地域社会の形成」及び「地
域資源等を活用した地域活力のさらなる向上」
を図るものであります。
　頂戴したご意見は市全体の施策に関係すると
考え、令和８年度末に策定予定の当市の最上
位計画でまちづくりの基本方針を示す「総合計
画」の策定の際に参考とさせていただきます。
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